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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボックスコンポーネント(１０)と、蓋(１１)と、カラーの前部壁(１６)とカラーの両側
部タブ(１７)とを備えるボックスコンポーネント内に固定されたカラー(１５)とから必ず
なる、シガレット用の曲折ボックスすなわちヒンジ蓋付きパックであって、曲折ボックス
内に配置された別体のブランクからなるプリント媒体（３８，４９）またはクーポンを具
備し、下記の（a）～（d）を特徴とする曲折ボックス。
（a）蓋の前部壁（２３）によって形成される閉鎖縁部（３５）は、ボックスの前部壁（
１９）の上縁部によって形成される反対側の閉鎖縁部から離間して配置されており、閉鎖
縁部（３５）と反対側の閉鎖縁部（３６）によって区画される窓が前側に形成される
（b）プリント媒体（３８，４９）が、カラーの前部壁（１６）とボックスコンポーネン
ト（１０）のボックスの前部壁（１９）の間に配置される
（c）カラー（１５）は、接着によってカラーの側部タブ（１７）の領域においてのみボ
ックスコンポーネント（１０）に接続される
（d）プリント媒体（３８，４９）は、ヒンジ蓋付きパックのほぼ全高を横断して延出し
ており、ヒンジ蓋付きパックが閉じられたとき、プリント媒体（３８，４９）の領域が、
窓（３４，４０）の領域において視認可能である
【請求項２】
　プリント媒体（３８，４９）が、カラーの前部壁（１６）の全幅を横断して延出してい
る点を特徴とする請求項１記載のヒンジ蓋付きパック。
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【請求項３】
　下記の（a）～（c）を特徴とする請求項１記載のヒンジ蓋付きパック。
（a）プリント媒体（４９）の幅は、カラーの前部壁（１６）の幅よりも小さい
（b）プリント媒体（４９）の中心線は、カラーの前部壁の中心線と重なっている
（c）接着剤のビード（５１，５２）は、プリント媒体（４９）の左右両側に付与されて
いる
【発明の詳細な説明】
【０００１】
この発明は、ボックスコンポーネントと、ヒンジ蓋と、下部区域がボックスコンポーネン
トに固着され、ヒンジ蓋付きパック内に設けられる別体のブランクから製造されるプリン
ト媒体すなわちクーポンを必須要件として備える、特に、シガレット用曲折ボックス(ヒ
ンジ蓋付きパック)に関する。
【０００２】
消費者に情報や、様々な催し物に参加するためのクーポンを提供するために、シガレット
パックにプリント情報の媒体を付加することが、シガレット産業において益々一般化しつ
つある。別体のブランクとして設計されたプリント媒体の同封物は、消費者の関心を引く
ために配置すべきではあるが、そればかりではなく、シガレットパックの製造プロセス中
に容易に一体化されるべきである。
【０００３】
この発明は、ヒンジ蓋付きパックの内部において、プリント媒体の配置と表示を改良する
目的を有する。
【０００４】
この目的を達成するために、このヒンジ蓋付きパックは、プリント媒体すなわちクーポン
が、カラーのカラー前部壁と、ボックスコンポーネントのボックス前部壁の間に配置する
点に特徴を有する。
【０００５】
ヒンジ蓋付きパック中のカラーは、通常は、ボックスコンポーネント内のカラーの前部壁
とカラーの両側部フラップと一緒に配置され、ボックス前部壁とボックスス両側部壁と向
き合って接する。この発明によれば、プリント媒体が、カラーの前部壁とボックスの前部
壁との間に配置されるので、カラーの前部壁が、パック内容物(シガレットグループ)の上
部縁部までプリント媒体によって好ましく覆われる。プリント媒体は、パックが初めて使
用されるとき、初めて引き出され意図した目的を遂行することができる。
【０００６】
ヒンジ蓋付きパック内のプリント媒体のこの発明の配置の特に有利な点は、ヒンジ蓋付き
パックが、ヒンジ蓋付きパックが閉じた位置にあるとき、カラーの前部壁の一部を露出す
るパックの前側区域、すなわち、蓋の前部壁とボックスの前部壁の間に開口部すなわちい
わゆる窓を備えることである。
【０００７】
この発明と、この発明のプリント媒体の配置によれば、プリント媒体が、たとえヒンジ蓋
付きパックが閉じられていても、窓の区域において外から視認することができるので、閉
じたパックとして、つまり、それが初めて使用される前に、プリント媒体、特に、窓の区
域にプリントされたメッセージによって、消費者に情報が移送される。
【０００８】
この発明のプリント媒体の配置は、カラーをボックスコンポーネントに接続するとともに
、プリント媒体をヒンジ蓋付きパックに接続する新たな可能性を開くものである。
【０００９】
この発明の別の細部は、ヒンジ蓋付きパックの模範具体例および添付図面に描いた諸部分
に基づいて以下に説明する。
【００１０】
(薄い)カードボード製の曲折ボックスすなわちヒンジ蓋付きパックは、通常、(下方の)ボ
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ックスコンポーネント１０と蓋１１とを有する。蓋１１は、ボックスの後部壁１２および
蓋の後部壁１３の区域において、ヒンジ線１４によってボックスコンポーネント１０に接
続される。
【００１１】
ヒンジ蓋付きパックはまた、カラーの前部壁１６とカラーの両側部タブ１７からなるカラ
ーを含む。カラー１５は、その標準形態において、カラーの前部壁１６の区域に１つの凹
部１８が形成されるような構造をなす。この凹部１８は、カラーの前部壁１６の上方区域
に延出し、パックの内容物すなわちシガレットへのアクセスに好都合である。カラー１５
は、からーの前部壁１６が、ボックス前部壁１９と対面し、カラーの両側部フラップがボ
ックスの両側部壁２０、２１と向き合って接する態様でボックスコンポーネント１０の上
方区域に配置される。
【００１２】
ヒンジ蓋付きパックは、ブランクの設計に関し異なる構造をとることができる。図１～図
４の模範具体例においては、ブランク(図３、図４)またはこれから製造されるパックは、
横断方向曲折(transverse winding)の原則に沿って構成される。このブランクは、ボック
ス後部壁１２のための２つの隣接区域、すなわち、ボックス前部壁１９とボックスの両側
部壁２０、２１を有する。ボックス後部壁１２の露出縁部には、１つの(細長い)接続タブ
２２が配置される。完成したヒンジ蓋付きパックにおいては、前記のタブが反対側のボッ
クス側部壁２１の内側に接続される。
【００１３】
ブランクの一部である蓋１１は、同様に構成されており、隣接する蓋の後部壁１３、蓋の
前部壁２３および蓋の両側部壁２４、２５を備える。
【００１４】
上端部壁用の折り曲げタブ、すなわち、内側タブ２６と１つの外側の蓋タブ２７は、蓋１
１の対応する諸部分に接続される。底部タブ、すなわち、内側タブ２８とカバータブ２９
も同様に配置される。このブランクすなわちパックは、DE199　12　995.9を説明する明細
事項にしたがって有利に形成される。
【００１５】
図１～図４の模範具体例において、カラー１５は、ヒンジ蓋付きパックのブランクに一体
として接続される。蓋１１の区域において、カラーは内側タブ２６と隣り合うが、打ち抜
き切断部によって前記内側タブから分離される。ボックスのブランクとの接続は、直立パ
ック縁部３０の区域において行われ、前記縁部は、個々では円形のコーナー部として設計
される。蓋の端部には、これらのパック縁部３０の延出部に三角形の接続ガセット３１が
形成されており、このガセットがパックのブランクとの安定した接続を可能にする。更に
、蓋の前部壁２３への遷移域には、端部壁の別の内側タブ３２が形成される。これは、カ
ラーの前部壁１６内における凹部１８の輪郭にマッチする輪郭を備える。
【００１６】
図１～図４のヒンジ蓋付きパックを製造する場合は、カラー１５が先ずブランクの内側に
向かってひだが付与され、接続ガセット３１は、ヒンジ接続部３３の区域においてひだが
付与される。この折り曲げステップ(図４)の後、カラー１５は、パック内に整合する位置
を占める。内側タブ３２との接続部は、それによって取り除かれ、こうして、この内側タ
ブ３２が端部壁の一部として露出する。ブランクはかくて通常の態様で折り曲げられて図
１または図２のヒンジ蓋付きパックが創り出される。
【００１７】
このヒンジ蓋付きパックは、１つの特徴として、窓３４を具備する。窓３４は、パックの
前側の区域、すなわち、蓋の前部壁２３とボックスの前部壁１９との間に形成される。こ
の窓は、蓋１１の閉鎖縁部３５とボックスコンポーネント１０の対向閉鎖縁部３６の間に
存在するスペースによって生じる。両閉鎖縁部３５、３６は、互いに離間して配置される
が、必要ならば、輪郭を形成しても良い。
【００１８】
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現模範具体例において、窓３４は、蓋の内側タブ３７によって創られる。これは、蓋の前
部壁２３の内側に配置され、前記前部壁に固定される。ブランク(図３、図４)の範囲内に
おいては、蓋の内側タブ３７が、対応する打ち抜き線によって、ボックスの前部壁１９の
サブ区域として規定される。最初の折り曲げステップ(図３)において、蓋の内側タブ３７
が蓋の前部壁２３(図３)の内側と向き合って折り曲げられる。その次に、残った折り曲げ
ステップが実行される。
【００１９】
このヒンジ蓋付きパックは、開示物すなわち別体のブランクから形成されたプリント媒体
３８を備える。これは、紙または薄い箔から製造され、その片面または両面に情報、広告
などがプリントされる。ここでは、プリント媒体は、長方形のブランクとしての外形を持
ち、ヒンジ蓋付きパックの内部であって、その前側に位置する。その特徴は、プリント媒
体３８が、カラー１５すなわちカラーの前部壁１６と、ボックスの前部壁１９との間に存
在する点である。凹部１８を含むカラーの前部壁１６は、したがって、適用される対応寸
法でブランクすなわちプリント媒体３８によって覆われる(図１)。図示の模範具体例にお
いては、プリント媒体３８は、それが、いずれの場合も、底部壁と、上部壁から僅かに離
間して、全高、全幅をほぼ横断して延出するように大きさが決められる。丸いコーナー部
を備えるヒンジ蓋付きパックや斜めの縁部を備えるヒンジ蓋付きパック(多角形パック)に
おいては、プリント媒体３８は、こうして形成される対応するパック縁部を越えて有利な
態様で延出する。
【００２０】
プリント媒体３８はまた、窓３４の区域に位置し、コンパクトな情報素材とともにこの区
域に有利に設けられる。蓋１１が開かれると、プリント媒体３８の上部区域が完全に露出
され、それがカラー１５の前方に配置されるが故に、容易に取り出す、すなわち、パック
から引き出すことができる。
【００２１】
図１～図４の例においては、ヒンジ蓋付きパックは、大型のフォーマットを有し、シガレ
ットパック３９のグループを収容するために用いられる。これらは、ヒンジ蓋付きパック
の内部で、シガレットパック３９の２つのグループをなして上下に重なって位置する。し
たがって、比較的大表面のプリント媒体３８をヒンジ蓋付きパック内に配置することが可
能である。
【００２２】
図５～図９は、基本構造は従来の態様で形成されるが、直立するパック縁部３０が丸いコ
ーナー部の形態を取るシガレット用のヒンジ蓋付きパックの細部に関する。更には、パッ
ケージの前側に特別に設計された窓４０が形成される。この窓４０は、対応するＶ状の閉
鎖縁部３５と対向閉鎖縁部３６を伴う殆どＶ字状の輪郭を備える。
【００２３】
パッケージ用ブランクは、底部曲折(bottom fold)の原則によって従来の態様で設計され
る(図７)。ボックスの前部壁１９、ボックスの後部壁１２、蓋の後部壁１３、および、蓋
の前部壁２３は、ブランクの長手方向に連続して配列される。更に、底部壁４１と上端部
壁４２は、この順番で配列される。今の場合は、ボックスの両側部壁と蓋の両側部壁が、
対応する蓋の側部タブ４５、４６ばかりでなく、それぞれ重なる２つのボックスの側部タ
ブ４３、４４を備える。今の場合、蓋の内側タブは、或る角度をなして互いを指向する２
つの部分タブ４７、４８で構成される。
【００２４】
曲折ボックスのこの具体例において、カラー１５は、特別なブランクを有する(図８)。こ
のカラーは、説明した通常の態様でボックスコンポーネント１０内に配置される。カラー
前部壁の凹部１８は、両閉鎖縁部３５、３６の(Ｖ字状)形態と一致する。
【００２５】
この曲折ボックスにおいても、プリント媒体４９がカラーの前部壁１６とボックスの前部
壁１９の間、好ましくは、パッケージの幅全体を横断するか、またはカラー１５の上部限
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界まで配置される。プリント媒体４９は、窓４０の区域において視認することができる。
【００２６】
プリント媒体３８、４９が、必須要件としてパッケージの前側の幅の全体を横断して延出
するおかげで、ボックスコンポーネント１０に対するカラー１５の接続部は、どうしても
カラーの両側部タブ１７の区域にのみ存在する。ボックスの両側部壁２０、２１(図３)ま
たは内側のボックス両側部タブ４３(図７)は、これらの内側に接着剤のパターン、今の場
合は、上下に配列された２つの接着剤のビード５０を備える。これらは、ブランクが曲折
タレットに供給される前に個々のブランクの内側面に付与されることが好ましい。通常は
、パックの内容物(シガレットのブロック)と一緒に供給されるカラー１５は、図５～図９
の模範具体例においては、接着剤のビード５０によってヒンジ蓋付きパックすなわちボッ
クスの側部壁２０、２１に接続される。
【００２７】
これに代えて、カラーの前部壁１６の幅よりも小さい幅を備えるプリント媒体３８、４９
を使用することもできるので、プリント媒体３８、４９が中央に置かれたとき、カラーの
前部壁１６が露出される。接着剤のパターンがここで設けられても良い。図８の模範具体
例においては、２つの接着剤のビード５１、５２は、それぞれ、もっと幅の狭い(図示し
ない)プリント媒体４９の各側に配列されている。この具体例においては、プリント媒体
もまた、横断方向に折り曲げられることができる。
【００２８】
プリント媒体３８、４９を備えるヒンジ蓋付きパックの製造は、異なる態様で実行するこ
とができる。図１～図４の模範具体例においては、プリント媒体３８が、未だ折り曲げら
れていない大きなブランクの内側に配置される(図３)(点線参照)。しかしながら、これに
先立って、蓋の内側タブは既に折り曲げられている。プリント媒体３８は、この位置にお
いて、容易に剥離できる、すなわち、僅かな接着力だけを有する接着剤のビードによって
固定されることができる。しかし、図示のプリント媒体３８を、「くっついたり離れたり
」("stick-no-stick")が変化する接着剤のビードを用いてこの位置に固定することも可能
である。接着剤のこの(知られた)タイプは、或る限られた時間の間だけ接着または接合効
果を作用させるように設計される。後になると、接着剤が分離し、接着効果は終了する。
【００２９】
パッケージの製造期間中、このタイプの接着剤を使用し、接着剤ビード５１、５２を援用
してクーポン４９をカラー１５またはカラーの前部壁１６の外側に固定することも可能で
ある。有利なことには、これは、カラー１５をパック内容物‐シガレットブロック‐の面
に置き、次いでプリント媒体４９を上方を向くカラーの前部壁１６の面に置き、接着剤の
ビード５１、５２によって前記媒体を定位置に保持することによって、カラー１５を通常
の態様でパックの内容物に接合するように行われる。この態様で形成される、シガレット
ブロック、カラー１５、および、プリント媒体４９からなるユニットが次いで部分的に曲
折されたパッケージに供給される。
【００３０】
プリント媒体４９もまた、ヒンジ蓋付きパックに共通のシガレットグループの内側包装材
(錫箔、紙またはフィルム)に実際的な態様で接合される。内側包装材は、通常、その前側
の区域に１つの引っ張りタブ(いわゆるフラップ)を備える。プリント媒体４９の上部区域
は、このフラップに接続することができるので、しがれっとパックが最初に使用されると
きこのフラップが引かれると、プリント媒体４９が自動的にパック外へ引き出される。
【００３１】
ヒンジ蓋付きパックは、窓３９または４０の設計、特に、プリント媒体３８、４９の設計
に関して異なる態様で構成することができる。窓の形態の例は、DE19858786.4に開示され
る。
【００３２】
参照符号一覧
１０…ボックスコンポーネント，１１…蓋，１２…ボックス後部壁，１３…蓋の後部壁，
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１４…ヒンジ線，１５…カラー，１６…カラーの前部壁，１７…カラーの側部タブ，１８
…凹部，１９…ボックス前部壁，２０…ボックス側部壁，２１…ボックス側部壁，２２…
接続タブ，２３…蓋の前部壁，２４…蓋の側部壁，２５…蓋の側部壁，２６…内側タブ，
２７…カバータブ，２８…内側タブ，２９…カバータブ，３０…パック縁部，３１…接続
がセット，３２…内側タブ，３３…ヒンジ接続部，３４…窓，３５…閉鎖縁部，３６…対
向閉鎖縁部，３７…蓋の内側タブ，３８…プリント媒体，３９…シガレットパック，４０
…窓，４１…底部壁，４２…上部端部壁，４３…ボックスの側部タブ，４４…ボックスの
側部タブ，４５…蓋の側部タブ，４６…蓋の側部タブ，４７…部分タブ，４８…部分タブ
，４９…プリント媒体，５０…接着剤ビード，５１…接着剤ビード，５２…接着剤ビード
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　蓋が開いたヒンジ蓋付きパックのシガレットパック用のバンドル包装体として
の(拡大)斜視図。
【図２】　閉じた位置における図１のヒンジ蓋付きパック。
【図３】　図１、図２のヒンジ蓋付きパックを製造するための展開ブランク。
【図４】　図３のブランクの内面図。
【図５】　蓋が開いたシガレット用ヒンジ蓋付きパックの斜視図。
【図６】　閉じた位置における図５のヒンジ蓋付きパック。
【図７】　図５、図６のヒンジ蓋付きパックのための展開ブランク。
【図８】　図５、図６のヒンジ蓋付きパックの一部としてカラー用展開ブランク。
【図９】　図５、図６のパック用プリント媒体。

【図１】 【図２】
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